
（第２７条関係）  

市設置型浄化槽使用開始等届出書 
設 置 受 付 番 号 

Ｈ 

   年    月    日  

相 模 原 市 長 あ て 

住所・所在                       
届 出 者 フ リ ガ ナ 

（使用者） 氏名・名称                ○印    

 

電   話     （     ）     

 

相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例第２３条第１項の規定により、次の 

とおり届け出ます｡ 

市 か ら の 設 置 

完 了 届 年 月 日 
年   月   日 

区 分  □ 開始     □ 休止     □ 廃止     □ 再開     □ 変更 

開 始 等 年 月 日 年    月    日  

使   用   場   所 

 

相模原市 緑区                番地        

      の名称 ［                     ］ 

上 水 の 種 類  □ 県営水道水 □ 簡易水道 □ 地下水 □ その他（    ） 

上 水 の 用 途  

□家 事 用 
□持家 (    世帯 )  □貸家 (    戸 ) 

□アパート等 (   戸 ) □その他 (    ) 

□事 業 用 
□店舗   □店舗併用  □事務所  □工場  

□倉庫   □その他（           ）  

開 始 等 の 理 由 

□ 排 水 設 備  □新設   □増設   □改造  

□建 物 建 築  □新築  （□建替）  □増築   □改築  

□ 転 入 転 出  □転入   □転出 (           へ ) 

□そ の 他（                 ） 

水 栓 番 号            

浄化槽使用開始時水道メーターの指針 

                   必ず記入する。 

 

使 用 料 

納付書支払いと口座引落しがあります。口座引落しを希望するときは、 

金融機関にて手続きをしてください。 

 重度障害者・要介護者（要介護４・５）が在宅している世帯は、基本 

料金が免除されます。（申請書の提出が必要です。） 

分 担 金 
 一括払いと分割払いをご利用いただけます。納付期限が近づきましたら 

お知らせします。（設置の翌年度に、ご負担をいただきます。） 

太枠線のみ記入してください。 

 

 

上記のとおり届出がありましたので、報告します。 

決 
 

裁 

課 長 担当課長 担当者 合 議（浄化槽設置担当）（分担金・使用料担当） 起案   ・  ・ 

    決裁   ・  ・ 

 

アパート 

店 舗 等 

           ㎥ 



 

 

同  意  書 

 

 

浄化槽使用料の算出をするにあたって、神奈川県企業庁水道局の水道使

用水量のデータを利用することについて同意いたします。 

 また、私の世帯が使用する水道が、簡易水道（市営、組合運営または井

戸水等）の場合は、相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条

例施行規則第３４条第１項により使用量を算出することについて同意いた

します。 

 

                      平成  年  月  日 

浄化槽使用料納付名義人 

 

住 所                       

 

氏 名                    ○印  

 

世帯人数      人 （簡易水道利用者のみ記載） 

 

 

 

 

                                  

 

【 お 願 い 】 

 

市設置型浄化槽は、すでに多くの市民の方が利用され、使用料を納付し

ていただいております。 

 利用者の皆様が、使用料を納付する際に不公平を無くすためにも、簡易

水道を使用している世帯人数が変更になった場合は、下記の市担当課に遅

滞無く連絡をすることをお願いします。 

 

市担当課 

     〒252-5172 

       相模原市緑区中野６３３ 

 

       津久井上下水道整備課 

 

       電話 ０４２－７８０－１４０９ 

 
 


